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令和元年６月橋本市議会定例会会議録（第３号）その６ 

令和元年６月18日（火） 

                                           

（午後２時15分 再開） 

○議長（土井裕美子君）それでは、休憩前に

引き続き会議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

○議長（土井裕美子君）順番11、15番 堀内

さん。 

〔15番（堀内和久君）登壇〕 

○15番（堀内和久君）皆さん、こんにちは。

こんなに傍聴席がおるのは、８年間で僕の中

で一般質問初めてで、すごく緊張しておりま

す。別に僕を見に来たわけではないのはよく

わかっとるんですけども、偶然というか、本

当によくおいでくださいました。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 きょう、朝６時から起きまして、７時59分

にいつも「めざましテレビ」で星座占いを見

るんですけども、きょうはたまたま１位、乙

女座でＡＢ型の堀内です。ラッキーパーソン

は、近くでいる人が寄り添ってくれるみたい

な感じやったんです。ということは、市長か

教育部長あたりかなというふうに、そういう

ふうに思っとるんですけども、一生懸命頑張

りますので、どうぞ１時間おつき合いいただ

きたいと思います。 

 それでは、議長のお許しをいただきました

ので、通告に従い、二つ質問させていただき

たいと思います。 

 まず、ちょっとまだ記憶に新しいんですけ

ども、なれ合い政治、事なかれ主義、場当た

り、先送り打ち破ることなくして、真に市民

のための政治はあり得ない。僕、よくホーム

ーページを見ていろんなことを相談に乗って

いただいとったんで、少しだけ勇気をかりて、

ちょっと８年議員やっていると、最初は何言

うとるかわかれへんだんですけど、ちょっと

僕わかってきました。別に染まっているわけ

ではございません。自分の理念に基づいて、

きっちり聞いていきたいと思います。 

 それでは、よろしくお願いします。 

 一つ目、嘱託職員の雇用と賃金等について

でございます。少子高齢化に伴い人手不足が

予測される中、民間はそれぞれの人材確保や

企業努力をされています。地方公共団体であ

る橋本市の場合も退職者がおられる中で、新

しい人材確保も視野に入れていることと思い

ます。どのような時代の流れになるかはわか

りませんが、本市を抜本的に支えているのは、

公務員の皆さまでございます。 

 しかし、部署によっては専門性の高い嘱託

職員がおられます。立場は違うが大切な職員

であります。正職員のフォローをするためだ

けにおるんではございません。現在の雇用状

況から、嘱託職員の人数と必要性と専門性を

伺います。 

 二つ目、旧学文路中学校跡地利用と周辺整

備について、３回目でございます。本年度開

園のこども園と近々完成の公民館は、地域に

とって大切な位置づけとなりました。しかし、

過去の質問より、河南地区のコミュニティの

拠点の一つとして、周辺の環境整備や敷地内

の最終の形が見えません。当局はどうお考え

なのか。また、予算計上も踏まえ、もう一歩

踏み込んで伺います。 

 明快な答弁、どうぞよろしくお願いします。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さんの質

問項目１、嘱託職員の雇用と賃金などに対す

る答弁を求めます。 

 総合政策部長。 

〔総合政策部長（上田力也君）登壇〕 

○総合政策部長（上田力也君）嘱託職員の雇
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用と賃金等についてお答えします。 

 まず、本市が雇用している職員数ですが、

市民病院の職員を除く本年６月３日現在の人

数は、正規職員が526人、嘱託職員が150人で

す。嘱託職員のうち再雇用者は19人ですので、

公募等により雇用している者は131人です。 

 この131人のうち、専門職として業務上必要

とする免許資格により雇用している者は48人

です。 

 次に、嘱託職員の採用の必要性と専門性に

ついては、橋本市一般職非常勤嘱託職員の雇

用に関する規則第２条に規定されており、任

命権者は行政事務を円滑に行うため、次に掲

げる場合において嘱託職員を雇用することが

できるとし、その要件として次の四点を示し

ています。 

 一点目、一定期間内に多量の事務処理を必

要とするとき。二点目、一定期間内に専門的

知識または専門的技能を必要とする業務が生

じたとき。三点目、専門的知識、または専門

的技能を必要とし、一般職の職員の配置が困

難であるとき。四点目、その他任命権者が必

要と認めるとき、となっています。 

 また、嘱託職員に支払う賃金単価は、橋本

市一般職非常勤嘱託職員等の賃金等に関する

条例第３条及び同規則第２条で設定範囲が定

められており、任用すべき職かどうかといっ

た資格や知識、経験を求めるのか等、業務内

容をもとに個々に単価を設定することとして

います。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん、再

質問ありますか。 

 15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）ちょっと番号が変わる

とややこしいですね。４年間15番で頑張りま

す。ありがとうございます。シンプルな答弁

で本当に感謝いたします。規則に基づいて行

政事務を円滑するためにというふうに、条例

で書かれている、条例というか規則に書かれ

ていることをそのまま言っていただいたんで、

シンプルに問えるんですけど、答弁どおり、

131人中、専門性というか、もう一歩踏み込ん

でということなんで48人、その前後を中心に

再質問していきたいと思います。公募からと

いうことになるんですけども、規則の三点目、

規則と本市のあり方が少しわからないんです

ね。だから、必要性というのが職員に対して

どういうふうに思っているのか、その専門知

識、技能を必要というのは、どんなときを総

合政策部では思ってくれているのか、また、

一般職の配置が難しいときというのはどんな

ときですか。 

○議長（土井裕美子君）総合政策部長。 

○総合政策部長（上田力也君）規則に言いま

す専門的知識を有する、あるいは専門的技能

というのは、少し具体的にお話しさせていた

だきますと、例えば、専門的知識におきまし

ては、単に免許や資格というのを求めること

ではなくて、例えば、地区公民館や文化セン

ター、それから施設の運営等で地域住民との

かかわりというのが重要視される。そういう

業務につく方。それから、学校との連携とい

うのが重要になって、そういった学校運営に

明るい元教員であった人であるとか、あるい

は自衛隊、あるいは警察官のＯＢといった防

災やそういう障がい、こういった事務にたけ

た方、そういった方などを専門的知識を有す

るというふうに考えています。 

 それと、専門的技能というのは、これは資

格もあるんですけども、やっぱり現場で実際、

作業なり工作をしていただくということにな

ってくると思いますので、これは何らかの必

要な資格を持って業務に当たる方というふう

に思っております。 

 もう一点が、基本的に職員の削減というの

も進んできておりまして、基本的にその一定
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期間内というのが一つのポイントになりまし

て、当然、恒常的に必要な方というのは正規

職員として採用する必要があると思うんです

けども、その限られた期間の中で必要とする

んですが、そういった職員が見当たらない、

そういう場合に該当すると思っております。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）私の思いとほぼほぼ同

じであります。ありがたいと思っています。

そしたら、今いただいた専門的知識を要する

スペシャリストであったりとか、現場にすご

く慣れている方、いろんな方のＯＢ、ほんで

技術的根拠のある方、そういう人がそれに当

たるというふうにいただいたんですけども、

それらお答えいただいた方、人数は別として、

日常の一般事務より給料というのはいかがで

すか。高いんですか。同じですか。 

○議長（土井裕美子君）総合政策部長。 

○総合政策部長（上田力也君）賃金について

は規則で定められておって、しかもその幅が

ございます。規則はもうご覧いただいており

ますので、特に説明することはないとは思う

んですけども、一般事務よりも専門的知識、

専門的経験を有する方が低い場合もあるとい

うようなことで、そこについては混在してい

る。総じては高いんですけども、一概には言

えないという、そういう状況です。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）そこからは要望も絡ん

での質問になるんですけど、やはり一般事務

の人を低く抑えれとか、最低賃金で雇えと言

うとるわけではないです。これから働き方改

革の中で賃金を上げていって、能力が高い人

は公務員と同様までいかずとも、その能力を

発揮して市民サービスに還元している職員と

いうのは上げなければならないという認識を

持っていただきたい。 

 その上でお伺いするんです。ラグビーボー

ルみたいに聞くんですけど、各課の部長にお

伺いするんですけども、本当に今総合政策部

長が言われたような、僕も過去に何人か言う

てると思うんですけど、これだけのレベル高

い資格を持って任せて、市民のサービスに反

映できる正規職員ではない職員、何名いてま

すか。建設部長、いかがですか。 

○議長（土井裕美子君）建設部長。 

○建設部長（奈良雅木君）私どもの部では、

専門的な知識があり、経験があり、資格を有

した全てを備えた者が４名在籍しております。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）過去に聞きに行ったこ

とがある部、そしたら全部聞きます。 

 水道部長、経済部長、福祉部長、いかがで

すか。 

○議長（土井裕美子君）水道環境部長。 

○水道環境部長（宮田典和君）お答えします。

私どもは、まずは生活環境の監視員、これは

警察のＯＢですけども、非常に働いてくれて、

臨機応変に動いてくれると、フットワークの

軽い。もっと増やしたいぐらいでございます。

これは別として、ただ、この方も知識経験で

はありますけども事務職扱い。それと、斎場

のほうもずっとベテランさん行ってくれてま

す。やっぱり職員をずっと置くわけにはまい

りません。それと、あと、水道のほうですけ

ども、資格はないんですけども、ずっと市の

ＯＢであってベテランであったり技術がある

と。それと、行く行くは職員がこういう代が

わりできることはないと思いますので、こう

いう職員になるような嘱託として、また今２

人おりますけども、その若手もそういう形で

育ってほしいと。そういう意味では、一般事

務ではありますけども、やっぱり離しがたい

ような人材がおります。 

 資格としては、今知識経験４名、一般事務
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は３名、知識経験になってほしいのが３名お

ります。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）経済推進部に

は、合わて10名の嘱託職員が配置されていま

す。農林振興課に２名、シティセールス推進

課に４名、企業誘致室に４名です。先ほど答

弁にありました専門職48名という中には、専

門職として業務上必要とする免許資格により

雇用している職員は、経済推進部にはおりま

せん。 

○議長（土井裕美子君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（吉田健司君）私どもの部は

大変多いです。嘱託職員54名おります。これ、

多いのは、幼稚園と保育所を持っていますの

で、こういう形になると思います。そのうち、

専門性のある職員が42名です。これも保育士

とか教諭が入っています。それ以外に専門性

のある職員としましては、手話の通訳、ケア

マネジャー、それから介護認定調査員、障が

いの認定調査員等が当たります。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）アドリブにしては最高

な答弁ありがとうございます。それらは言う

たらわかると思うんですけど、能力が高い、

正職員にひけとっていないというのは、部長、

課長やったらご存じのはずです。シンプルに

言うと、最低賃金も上がってきている世の中

で、その人らの必要性というのをどこであら

わすんですか。いつもありがとうと言うんで

すか。それは当たり前の話であって、賃金で

上げてあげないとよそにとられる、はっきり

言うて。これがやっぱり橋本市の一番だめな

ところだと思うんです。 

 能力が高い人はやっぱりコミュニケーショ

ン、そういうのをとっていくのは当たり前、

感謝の気持ちも当たり前、だめなところは指

摘する。いろんなコミュニケーションをとっ

た上で、よそへ行かれたら具合悪いでしょう。

僕らたまに、同僚の田中議員と退職の日とい

うんですかね、３月の末にお疲れさまでした

って頭下げに行かせていただくんですけど、

お礼も行くんですけど、最近はやっぱり若い

人が多いですよね。ほかにええとこあるんで

しょうかね、やっぱり。これがやっぱり具合

悪いと思うんです。 

 で、入ってきても、３人か５人か雇用の枠

ですけども、実は併願されとったとか。あか

んことではないんです。やっぱりチーム橋本、

チーム平木を支えていこうという卵というの

は、市長は時の選挙で変わりますけど、やっ

ぱり橋本市民の行政サービスを担う大事な卵、

専門性のある職人という表現していいのかわ

からないですけど、これをやっぱりもっと大

事にしていくという姿勢を見せないといけな

い。だから、私は一議員ですので、質問する

権利はあっても形の執行権はございませんの

で、各部長においては強く要望しておきます。 

 ここからが大事なんです。本来、高い水準

である嘱託職員、窓口対応、電話クレームな

どあります。個人的に言うたらまたえこひい

きになるんであれですけど、17番議員の一般

質問にもあったイノシシの係でも、あんなん

は僕もイノシシとりに行ってとめさせとるん

ですけど、命がけですわ。やっぱりもうちょ

っとちゃんとしてあげないといけない。そう

いうのも考えて、今後橋本市にとって必要な

人というのをもっと育てる、イコールやっぱ

りその対価というのを支払っていってほしい。 

 やっぱり橋本市の正規職員というのは、公

務員であるがゆえに身分は保証されておりま

す。でも、その人たちの身分保証とか、保証

と言うたらあれなんですけど、あなた方は管

理職、上司が守ってあげないといけないんで
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しょう。ここがずれとる。民間の企業とずれ

ているところです。この認識をまず持ってい

ただきたい。チーム平木というのはこういう

ふうに行くんだと。議会議決を経て業をなす

んだということをたたき込んでいただきたい。

これが市民サービスの一歩目であると僕は思

いますが、総合政策部長はいかがですか。 

○議長（土井裕美子君）総合政策部長。 

○総合政策部長（上田力也君）確かに、職員

は皆頑張っていただいています。やっぱりそ

の上で、やりがいというのが非常に大事か。

じゃあ、やりがいというのは何だという話な

んですけども、それは一つはもちろん賃金で

あると思います。また、それ以外にもやはり、

例えば、休暇制度であるとかそういう職場環

境というのも一つの要因ではあるんかなとい

うふうに思いますけども、ただ、その中でや

はり逃げていくと。どこへ逃げていくのか。

民間あるいは他の自治体という、こういうこ

とになりますので、そういったところのバラ

ンスというのはいろいろ調査もしながら、特

に橋本市の場合、大阪に近いということもあ

りますので、その官民のバランスというのは

とっていく必要があるとは考えております。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）ありがとうございます。

そこまで思っていただけるんやったら、実行

に移していただきたい。調査していただきた

い。若い職員、中間職員をもっと大事にして

いただきたい。 

 ここでちょっとずれるんですけども、通告

内でおさめます。こういう職員さんからの希

望や要望とかクレームというのも、当然、職

員課にあると思うんです。職員課の上に総合

政策部長が乗っとるわけですから、どこまで

耳届いてるかわかりませんけど、やっぱり意

見を言うたら、「あいつは気に入らん。やめ

させ」とか、そういうのはあるんです、実は。

別にあるないのこれは通告外なんであれなん

ですけど、そういうことがあってはいかんの

で、やっぱりきれいなピラミッドをやってい

こうと思ったら、専門性の職員も大事にして

いくという、中枢というのは職員課でしょう。

いろんなところを民営委託するのは、財源の

ためだけですか。違うでしょう。ほんまに平

等性を担保するんやったら、職員課を民営委

託したらええんちゃいますか。あくまで僕の

提案というかひとり言なんで、質問からはず

れるんで答弁は結構ですけど、こういうこと

もあるということを目を光らせていただきた

い。そこは要望でお願いします。 

 能力給については考えていただくというこ

とで、最後のほうになるんですけども、さっ

きの金額の段階の幅の話なんですけど、条例

に書かれているので言うたら、一般事務で言

うと13万9,000円から23万2,200円の範囲内と

いうふうに明記してあると思うんです、一般

事務は。非常勤嘱託等の賃金に関する条例施

行規則のところのこのグラフ、グラフという

か四角いところなんですけど、専門職、保育

士、看護師、作業員という段階があるんです

けど、ここの一般事務というのが13万9,700円、

比較的低い金額から23万2,200円の範囲内に

なっています。ここをやっぱりきっちり精査

して、ヒアリングして、部長・課長のヒアリ

ングのもとで、段階の評価をちゃんと、級と

号と一緒でちゃんとつけていただきたいと思

うんですけど、それに対しての何か見解あり

ますか。 

○議長（土井裕美子君）総合政策部長。 

○総合政策部長（上田力也君）この一般事務

にかかわらず単価差には幅があるということ

で、実は議員もご存じと思いますけども、来

年、令和２年４月１日から、会計年度任用職

員制度というのが始まると。その中で専門職

を中心としたそういう見直しというのも図っ
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ていきたいということと、今おっしゃいまし

た、これを適用するということではないんで

すけども、そのあたりもう少し明確な区分と

適正な賃金というのを全体を見渡した中で設

定はしていきたい、このように思っておりま

す。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）それも踏まえて、次、

聞こうと思っとったんですけど、会計年度任

用職員という制度になるので、副市長に聞こ

うと思っとたんですけど、部長が答えていた

だいたんでもう結構でございます。能力給も

段階も踏まえた上、ほんで、新しいこのルー

ルも踏まえた上で、やっぱり僕、よくこども

課とか行ったら、栄養士さんであったりとか、

さっきも言うたけどイノシシのおっちゃんで

あったり、結構頑張っとる人が多いんですね。

僕の知らない嘱託の人がおったらごめんなさ

い。えこひいきしとるわけではないんです。

正職に負けないぐらい、例えば、税の係やっ

たら膝ついて市民と対話しとるとか、そうい

うのがやっぱり橋本市民のサービスの一歩目

であると考えますので、今後どうぞ、今言う

た答弁で間違いないと思いますので、よろし

くお願いします。 

 一つ目を終わります。 

○議長（土井裕美子君）次に、質問項目２、

旧学文路中学校跡地利用と周辺整備に対する

答弁を求めます。 

 教育部長。 

〔教育部長（阪口浩章君）登壇〕 

○教育部長（阪口浩章君）旧学文路中学校跡

地利用と周辺整備についてお答えします。 

 ご承知のとおり、学文路中学校跡地につい

ては、本年４月に学文路さつきこども園が開

園し、来る９月に新学文路地区公民館の開設

を予定しています。 

 過去にも答弁させていただいたとおり、旧

学文路中学校跡地は、生涯学習の拠点及び避

難所としての地区公民館、また社会体育施設

としての旧学文路中学校体育館、さらに小学

校就学前の教育・保育施設としてのこども園

という三つの異なる施設が隣接して建設され

ることで、河南地域の新しい交流と生涯学習

の中心的なエリアとして発展させたいと考え

ています。 

 また、これらの建設等に要した費用ですが、

まず、学文路地区公民館関係では、平成30年

度で本体、電気設備及び機械設備工事と設計

監理委託料を合わせて予算額２億 1,793万

7,000円で、契約額の合計が１億8,946万7,000

円です。 

 また、こども園関係では、平成29年度から

30年度にかけて、旧学文路中学校の解体工事、

駐車場、進入路の整備及び設計監理分を含め

て、市から運営法人への補助金として、予算

額２億 9,428万 6,000円に対し、支出額２億

5,325万5,000円です。 

 公民館とこども園を合わせた総額は、予算

額５億1,222万3,000円に対し、現在のところ、

４億4,272万2,000円となる見込みです。 

 なお、周辺整備に関しては、平成29年12月

及び平成30年３月の15番議員の一般質問にお

いて、グラウンド西側の構造物の撤去及び市

道清水南馬場線の拡幅、進入路などのご質問

をいただいていましたが、財源の確保の観点

から、こども園、公民館建設と同時には実施

していません。 

 今後は、幼児教育・保育、生涯教育の中心

的エリアとして考える上で、地元の意向と財

政状況を勘案しながら協議してまいります。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん、再

質問ありますか。 

 15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）丁寧な説明ありがとう

ございます。今回一番質問多いみたいで大変
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ですね。教育部長、人気あると思います。今

までツケ来とる部分もあるんちゃうかなって、

個人的に思うんですね。場当たり、事なかれ、

先送りじゃないですけど、僕、それがすごく

懸念してしゃあないんです。やっぱりしんど

いんちゃうんかなと思って。でも、やっぱり

その職責をもって聞かせていただきます。決

して部長個人を恨んでいるわけではございま

せんので、おわび申し上げます。 

 財政状況の協議とか答弁にあるんですけど、

やっぱり最終のイメージを持たんと協議とか

問うていくというのが、そもそも僕、意味わ

からんのです。どういうふうな最終形を描い

とるかということが答弁にないと思うんです

けど、その点についていかがですか。 

○議長（土井裕美子君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）答弁にも申し上げ

ましたとおり、このエリアについては公民館、

こども園、そして社会体育施設ということの

三つの複合的な施設を持つエリアとして、将

来的には新しい交流のエリアとしての発展を

させていきたいという、少し大きな抽象的に

なるかわかりませんけども、そういうふうな

ことで考えております。 

 ただ、今、議員おただしの具体的なという

ことにつきましては、今現在、こども園につ

いては既に４月から開園をしており、また、

社会体育施設については、日中は使用のほう

をとどめておりまして夜だけの開設となって

おりますけども、公民館等も９月に開設の予

定でおりますので、それらを踏まえてこの地

域の皆さんの声を聞きながら、そういうここ

のエリアというものを、ここの学文路地域全

体の皆さんがここに集えるような施設にとい

うふうなイメージを持っておりますけども、

そこからちょっと一歩踏み込んだ、具体的な

イメージというものは、今現在、私のところ

では持ってございません。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）ソフトはいいんです。

僕が言うとるのは最終形の形、ハード図面と

いうか、こういうふうなことにしようという

のがないのに、よくハードの協議できるねっ

て。ソフトの協議は何ぼでもくみ上げて色づ

け、血肉にしていただいたらええと思うんで

すけど、ハードのゴール地点、ある程度の目

標の到達地点がないのに、ただ、解体して公

民館つくって、こども園つくって、そこには

すごい感謝しています。何にも文句ないです。

ありがたいと思っていますよ。でも、その後、

その周辺の整備をどうするかという構想がな

いのにこれはできないでしょうという形なん

です。だから、ないんやったらないで結構な

んです。 

 次、行きます。前回より僕はずっと道を広

げてほしいということを市長にお願いしてて、

言うてた。それは財政事情でしんどいという

のはようわかっとるんです。ただ、あそこ、

前の福祉部長の答弁で、常識的な進入路で何

かあったときはどこに責任があるんですかっ

て。建屋で道で、すいません、きょうは図面

を渡しておりますので、よかったら見てくだ

さい。１番から入ったときの、この建屋と駐

車場っぽいところとの間に道路が入っている

んですね。だから、毎回この道路を横断しな

いと何百人、ほんで、きのうの12番議員の質

問でも何か言うてましたけど、ここの地域に

人を集めて寄っていくんや、向こうの公民館

からこっちに来るんや。ほんだら、人がいっ

ぱい来て、にぎやかになってコミュニティの

拠点で、ありがたいですよ。安全確保とか防

災のところ抜けているじゃないですか。 

 でも、そんなんも全部踏まえた上で前の部

長はこう言うたんです。責任は行政にあると、

事故が起こったときに。今の社会情勢で、や

りたくてやっとるお年寄りはいてないですよ。



－122－ 

免許返納もしていただいていますし、返すと

いうか、いろんな社会情勢で事故を起こした

ろと思ってする人はいてないんです。我々若

いもんも、軽率な対応でぽっとペダル踏み間

違ったりするかもわかれへん。でも、今テレ

ビニュース見ていたら、結構よく聞きますよ

ね。そういうの別にお年寄りが悪いと言うと

るんと違います。でも、子どもらの環境の中

にお年寄り、福祉、公民館、地域、コミュニ

ティが入ってきたときに、これはまずいんと

ちゃうかと言ったときに、福祉部長は責任は

うちにあると言うとるんです。そもそもこの

図面がおかしいんとちゃいますかということ

を、僕は最初に言いたかったんです。 

 これからコミュニティの場になっていく上

で、そのときは福祉部長の答弁やったんです。

教育部長に伺うんですけど、教育部局として、

１日何人通るかはきっちり統計とれないと思

います。先生、生徒、生徒の保護者、公民館

の日常、あと、地域で遊ぶ子どもたち。この

間、僕が見に行ったとき、子どもらはグラウ

ンドをよう通らんさかいに、１番のところへ

出てきて市道を通って、ほんで細いところを

通って南向いて行くんですね。それだけで子

どもらは15分ぐらいかかるんですね。そんな

んも踏まえた上で、教育部長と職責として、

これは進入路一つで大丈夫やとお考えですか。 

○議長（土井裕美子君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）進入路につきまし

ては、以前よりご答弁もさせていただいてお

るんですけども、まずは１箇所ということで

お願いをさせていただいております。その上

で今、議員のほうからもおただしありました、

この北側の市道に隣接して１箇所ということ

の中で、今この進入路につきましては、少し

西側にコンクリートで舗装された部分が、ア

スファルトの道路の部分よりも若干西側にコ

ンクリートで舗装された部分がございます。

やはり議員からのご指摘もありましたので、

今ちょっとこちらのほうで考えておりますの

は、今ちょうど進入路、センターラインのほ

うを入れさせていただいてあるんですけども、

少しそれをコンクリート側にこの間口を広げ

させていただきまして、センターラインのほ

うを少し西側にずらさせていただきたいと。

道路表記を表示のほうをさせていただく中で、

とまれでありますとか、また、進入路の部分

につきましては横断歩道等の表記をする上で、

安全確保というものについてはできる限り尽

くしていきたいというふうに考えております。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）そしたら、一つで大丈

夫やという認識で動くということですね。 

 次、お願いします。 

○議長（土井裕美子君）映像ですね。 

○15番（堀内和久君）はい。これが部長が言

われた進入路と逆からの映像ですね。これ以

上ちょっと大きくなれへんのですけど、その

コンテナハウスを建てている桜の木のところ

が広がったらということやと思うんですけど、

そもそもこの①とついた図面を見ていただき

たいんですけど、この少し東側に清水のロー

ソンから斜めに入ってくる、サマーボールで

よく通るありがたい道路があるんです。全部

わかっているんですけども、その次なんです

けども、これがその１を指しているところの

縁石ですね。わかりますか。見えますか。黒

いですね。できてまだ数週間の写真ですね。 

 ということは、センターラインをはみ出し

てくる、今ワンボックスとか、軽四やったら

行けると思うんですけど、最近ファミリーカ

ーってワンボックスが多いですよね。これが

ワンボックスやったんかどうかわからないで

すけど、センターラインを右折ではみ出して

くる、もしくはそれで対向車がおったとき内

輪差が生じるんで、こういうことが起こるん
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です。ここ、歩道でしょう。点字もあるんで

すね、これ。 

 これで何がどない安全確保できて、進入路

一つでええっていう根拠になるんかがわから

ない。ちょっと広げるからとか、そういう話

じゃないんですね。持ち帰ってゆっくり話を

してほしい。たかだか一般質問、されど一般

質問です。僕はずっと言うてきたことです。

ここは直角のＴ字路じゃないんです。変則の

とこやさかいに、専門的な技術屋の根拠を得

て話をしていただきたいということは、前の

図書のエアコンのときにせんど教育委員会に

は申し上げたと思うんです。そこが理にかな

ってないから、この質問をしとるんですね。

さっきも言いましたけど、これは安全担保し

てるって僕は思えないんですね。 

 で、次のハード面のことを問うていくんで

すけど、図面のとおり、これ、平面図なんで

僕も素人なんですけども、映像はちょっとの

間結構です。もともとこの中学校というのは

僕の卒業した学校なんですけども、議会事務

局長も同じやと思うんですけども、⑨番のと

ころですね。⑨番のところから用水路、農水

というか用水というか、これが入ってくる入

り口があるんです。なぜかというと、これは

貯水機能をこのグラウンドが兼ねているから。

２年前の台風21号のときはさすがにオーバー

フローしましたけど、それまで大きな水あふ

れたとかそういうのは、僕はもともと清水の

この辺に住んでいたんで、賢堂へ行って20年

ぐらいになるんですけど、この20年ほど、細

い道のところがゲリラ豪雨とかで結構結構と

いうのはあるんですけど、この貯水がどうの

こうのというのは、そこまでえげつないこと

って今までなかった。ここ、ちょっと前の数

日の雨になっとるんですけども、もう一回、

写真いいですか。 

 これはこの間の１週間、10日前の大雨、た

かだか２時間降ったであろう、建設部長はわ

かると思うんですけども、この大雨のときで

す。後で一個一個行こうと思ったんですけど、

バグったらあかんので見せますね。２時間ぐ

らいでこういう雨になるんです。もともとの

貯水機能があるんで、さっき申し上げたとこ

ろは、これはもともとの学文路中学校の写真

なんですね。ほんで、ちょっと失礼、このま

まにしといてくださいね。これがその９番の

ところですね。これがある一定の水の量があ

ふれてくると、９番のところから入ってくる

んですね。入ってこいよという設計で、ルー

トイングループの図面屋とか技術屋は理解し

ているんです。私の言うてる日本語と向こう

の言うてる日本語はイコールになってるんで

す。 

 そこで伺うんですけど、これが貯水になっ

とって、土入った、駐車場入った、それは全

然いいんです。何でこの、これ入っているの

わかりますよね。９番のところから入って、

園庭に入って、８番のところです。これが最

初のところなんですけど、ここまで水が来と

んですね。 

 これが２時間ほどでたまる水、これが３番

の位置ですね。３番から２番の間ぐらいで僕

いてるんですね、この写真は。これがなぜこ

のたかだか２時間ぐらいでこういうふうにな

るんかということを、教育委員会はわからな

いのかなと思うんです。でも、技術屋さんに

何で聞かないのかなということを言いたいん

です。教育委員会がこれの責任を問うことも

ないし、とることもないと思うんです。なぜ

教育委員会は前回のことでも約束したことを、

技術屋の根拠をもっての説明を理解した上で、

一歩前に進まないのかなということを聞きた

いんです。いかがですか。 

○議長（土井裕美子君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）ここの排水対策に
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つきましては、こども園が当初、建設される

際の地元説明会の際、教育委員会も同席をさ

せていただきまして、その際、近隣の住民の

方からのご要望がありまして、それに対して、

何とか臨時的にも排水をグラウンドから直接

道路側、市道側に流れないようにということ

で、ここにある程度傾斜をつけて、このグラ

ウンドの西側から東側に雨水が流れるように、

また、一旦西側のグラウンドのほうに流れる

雨水については、Ｕ字溝のほうに入れて、そ

れをまたさらに東西に走っております排水溝

からぐるっと迂回する形で従来の排水溝に流

すというような計画で進めておったわけなん

ですけども、確かに議員がおただしのように、

これに関してはその場でおりました教育委員

会、それから健康福祉部の職員、それと、こ

ども園の関係者との協議の中でそういうふう

な形にはなりました。ただ、建設部の職員に、

この内容については確認はしておりません。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）部長の言われるのは、

写真のさっきのところの２、３、４ぐらいの

やつが、５のところに入って６に入って、６

から８のほう点々点々でパイプで行くか、も

しくはこの辺からどっかへまた漏れてくれて、

７番、そして12番、11番というふうに水が行

くであろうという説明やったと思うんですけ

ども、そんな説明は僕からしたらわかっとる

んです。地域住民もわかっとるんです。ここ

へ来るこども園の親も、その辺の卒業生が半

分ぐらいおるんでわかっとるんです。要望を

くみ上げて協議していくと言うんやったら、

最終の形まで協議したってくださいよ。じゃ

ないですか。 

 だから、僕が言いたいのは、今回、教育長、

あまり入ってきませんけど、図書室のエアコ

ンのときに技術屋の根拠をもってやったんか

という話で、次からちゃんとしますというこ

の定義の中で、並行してこれ動いとったわけ

ですか。僕にうその答弁しているじゃないで

すか、前の教育部長ね。記憶にないとか、そ

んなことを言うとるから橋本市は笑われるん

や、俺からしたら。それが悔しいんですよ。 

 技術屋の根拠をもって、ルートインは技術

屋がいてます。だから、この図面を見て地元

と協議したときに、地元この関係のところ全

部回った。聞いています。ほんだら、何で橋

本市は技術屋がおるのに、その人にここの勾

配どうのって。工事の施工が間違っとると言

うとるんと違うんですよ。何でこの地域をも

っと重んじていただけないんかということを

言いたいんです。そこについていかがですか。 

○議長（土井裕美子君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）確かに今回、先ほ

どの写真を見せていただく６月７日の時間雨

量34㎜の雨だったかと思いますけども、その

際にはある一定の量が来ればこのような形で

たまってしまうということで、今回施工させ

ていただいたそのグラウンドの排水対策につ

いては、この雨量においてはこの現状になっ

たと。それに関してやはりきちっとした技術

的な部分では、技術職員にきちっとしたアド

バイスをいただいていなかったということに

ついては、ここは反省はしております。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）また、最後に市長にお

伺いします。途中で入ってこないでください。

やっぱり反省ぐらい何ぼでもできるんですよ。

約束を守ってくださいよ。引き継ぎしとるん

でしょう。部長は前にも議場におったですや

んか。第三者的に聞いてましたやんか。図書

室のエアコンの話なんか、僕、ずっと間違っ

てるという扱いから３回も４回やって、ほん

で、職員の中には「堀内間違ってないよ」と

言う人もおるんですよ。そこら辺がおかしい

と言うんですよ。 



－125－ 

 だから、僕らがどうやとか技術屋がどうや

という判断じゃなくて、この図面に対して双

方の意見を出し合って協議形にしていないと

いうことが問題やと言うとるんです。だから、

税金を投入するんです。安くついた、高くつ

いたとちゃうんです。いいもんをつくる一歩

目というのはそこにあるということを、僕は

わかっていただきたい。次から同じことは絶

対にしないでいただきたい。ほかの部にも同

じことを言うとるんです。勝手にやるんやっ

たら責任もつけてください。 

 ここで伺うんですけど、工事内容を責めと

るわけと違うんです。そこで、先に建設部長、

しびれる答弁を欲しいんですけど、もしこの

対話や教義があったらこの形にしていました

か。 

○議長（土井裕美子君）建設部長。 

○建設部長（奈良雅木君）お答えさせていた

だいます。もしもあればということですが、

この施工に関しては、決して望ましい施工で

はなかったとしか申し上げられません。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）お味方していただいて

ありがとうございます。犯人探ししとるわけ

ちゃうんです。次こう起これへんために、公

の場でユーチューブを見て協議したらええだ

けの話なんです。誰が悪いんじゃない。全員

悪いでいいんです。ほかの議員は悪くないで

すよ。僕が見落としたさかいに悪いんです。

だから、そこら辺を踏まえた上で次をどうい

うふうにしていくかということは、絶対に肝

に命じていただきたい。 

 ちょっと話、もとに戻ります。さっきの写

真にもありましたけど、最近ブロック塀が倒

れるという事件がありましたけども、さっき

写真にブロック塀が写っていたと思うんです

けど、穴があいて水がぴゅーっと出とるんで

すけど、このブロック塀は大丈夫ですか。そ

して、電柱が立っていますけど、これは大丈

夫ですか。二点お伺いします。 

○議長（土井裕美子君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）先ほどのブロック

塀、ある程度駐輪場がありまして、屋根がつ

いてまして、それを基礎的な形の部分として

ブロック塀が建っております。これにつきま

しては平成30年の大阪北部地震の際、ブロッ

ク塀について通達が出て、その際に市内各所、

また教育委員会におきましては、各学校の周

辺ということで調査をしております。 

 その中で、ちょうどこの先ほどの地図の②

番あたりのところにありましたブロック塀に

つきましては、撤去のほうをさせていただき

ました。これはブロック塀という扱いをさせ

ていただいたんですけども、今、議員おただ

しいただきました駐輪場の基礎的な部分とし

てのこのブロック塀については、この際の調

査の対象からは外れております。このときに

確認は、基本的にはしておりません。ただ、

私も現場へ行きまして、ブロック塀は見させ

ていただきました。専門的なところについて

はきちっとした機器で確認しないとわかりま

せんけども、一部崩れている部分は確かにあ

りましたので、そういう部分でいけば、この

まま放置しておきますと老朽化はさらに進ん

でいきますので、やはり危険と判断した場合

には速やかに撤去すべきものというふうには

考えております。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）映像をお願いします。

ブロックが大丈夫か否かと言うたら、大丈夫

というふうに言えないということですね。大

丈夫じゃないとも言えないけども、大丈夫で

あるという根拠がないということですね。ま

た調べたってください。この映像が次に進む

んですけども、５番のところですね。これも

水でめっちゃあふれています。この横から水
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が入ってくるって説明を受けるんですけども、

ある程度水かさが増えないとここに水が入っ

てくれない。ほんで、西へ行けへんようにな

っとる。これ、毎回職員さんが行くんですか。

アメダス見て毎回行くんですか、ボランティ

アで、草刈りも。 

 理事にお伺いするんですけど、ちょっと前

向いた話に持っていきましょう、理事。これ

らの水を排水、図面で言うと12で大きく丸し

てある、そして11に矢印が打ってあるんです

けど、これがこの辺なんですね。ここら辺が

12で、ここらが11のほうですね。で、国道ま

で出たら、国道の西向いて右側、ほんで、左

側、ここらは道路向いて排水を逃がすことが

できたら、ここらはこのゲリラ豪雨のピーク

のときまだこんな感じなんです。ここへ行っ

てほしいなって、素人感覚の私の願いと落と

しどころなんですけど、プロの理事の見解を

お伺いしたいと思います。 

○議長（土井裕美子君）理事。 

○理事（久保 進君）堀内議員のご質問にお

答えをいたします。 

 まず、この全体の排水系統のほうからちょ

っと話をさせていただきますけれども、まず

２番、３番、４番、この前に水路をいけとる

と思うんですけども、これについてはその４、

５、６のところの東西の水路、これの位置と

いうか高さに合わせて水路勾配をつけて、こ

の水路に流れ込むような高さに設置していま

す。６番のところから７番のちょうど東のほ

うですか、園庭と交わるところ、ここへ抜く

ようにこれも勾配をつけて入れております。 

 あと、そこから７番、12番のほう、この方

向に向いてはこれは既設の水路ですので、こ

の断面というのはこれ以上さわれないので、

そのままの形で、これに流れやすいように設

置したというふうな形になっています。 

 あと、先ほどちょっと言われていました、

ちょうど東側の用水路ありますよね。用水路

から園庭にぶつかるところ、これについては、

二つに上の用水路が分かれています。で、そ

の下流側、園庭の周りを回るように水路がつ

けてあるんですけれども、これについては、

この７番の付近の水量より大きくすると、７

番周辺であふれる危険性があるので、その園

庭の周りの水路というのは７番と同じ大きさ、

基本的にそういう形で流しています。 

 そこで、この12番のところから先ほどお話

のあった11番向いての水路なんですけれども、

これは既設のままでいっとるわけなんですけ

ども、これについてはさっきの映像の流れて

いない理由がちょっとはっきり今のところつ

かめてないのが実情です。で、もし勾配があ

るんであれば、当然流れていくはずです。そ

れか、堰とか何かがあって流れてないんであ

れば、それはそれに対応するような方法があ

るとは思いますけども、どっちにしても、も

う一回、水が増えたときにそこは確認してみ

やんとわからんと思います。 

 全体の形としては、この12番のところまで

は、排水系統としては勾配もつけて、ただ、

この全体の地形的なものが非常に勾配のない

ところです。で、この11、12のあたりの水路

の高さというのが決まってしまうもので、そ

れと、そのグラウンドの高さ関係を考えると、

どうしてもこれが一番、これ以上の勾配とい

うか、流すというのはちょっと無理かなとい

うふうに思います。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）国道の両サイドの原因

はこれから調査していただいて、可能であれ

ば南向いて行ける可能性もゼロではないとい

うことやと僕は思うんですけども、やはりこ

れらも技術屋、理事おるんじゃないですか。

建設部長おるんじゃないですか。給料払って
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おってくれとるんでしょう。どんだけもうと

るかは別ですけど。やっぱりそれをちゃんと

聞いていかんとあかんということを、前部長

と現部長に言うときたい。土入ったみたいで

すねと言われたんですよ、前の教育部長。わ

けわかってなかったな。そういうのもやっぱ

り具合悪い、はっきり言うて。こっちは地元

で母校で、貯水池になっとるんです。この９

番から水が入ってくるようになっとるんです。

もっとみんなで情報を共有していただきたい。

ほんで、このグラウンドがこの辺を守っとる

というのもちゃんと理解していただきたい。

ほんまやったら、予算のこととかもっとちょ

っと、財政課長にも言うてあったんで問いた

いんですけども、時間もあまりありませんの

で、ちょっと飛ばさせていただきます。 

 何でＵ字溝やったんかということも課題な

んです。ブロックでよかったんちゃうんかっ

て。ある程度泥水が浮いてきてＵ字溝に入る

まで、何のためのＵ字溝かもわかれへん。も

う一回理事が見直してくれるって、教育委員

会も見直してくれるというんで、このハード

的なことはこれ以上申し上げませんので、き

っちり誠心誠意を持ってやっていただきたい。

よろしくお願いします。 

 次に、前向いた話をさせていただきます。

仮の話でございます。財政難で金もありませ

ん。当然、道広げてよ、用水路つくってよ、

コミュニティの場としてこんなふうにしてよ、

市長さんという話にきれいに持っていきたか

ったんですけど、なかなか気持ちのバランス

もきれいに、ストーリーとして成り立ちませ

ん。なかなかこの問題をどういうふうにする

かというのは財政難ということを別として、

地域のコミュニティの場であれば、例えば、

フェンス撤去、ブロック調査した後にもしだ

めだった場合、ブロックもどけらなあかん。

ブロックどけるんやったら電柱もどけやなあ

かんということになるかどうかは別なんです

けども、その辺、排水溝の大きいのを道に設

置して、南へ進入路も広げて、運動場内のあ

り方というのはどういうふうになっていくか。 

 例えば、キノコ公園とか、九度山の道の駅

の横の公園、ああいうのを、やっぱりよく学

文路民があそこでおるんですね。こういうの

んもやっぱり見据えて、何でこれを言うかと

いうのは後にまたあるんですけど、やっぱり

補助金、前に会派で行ったとき、鯖江市です

かね、めがねロードであったりとか、過疎事

業であったりとか、宝くじ、いろんな補助金、

文部科学省からすごい選手も帰ってきてるみ

たいじゃないですか。ああいう人らの廃校プ

ロジェクトも、みんなの知恵を共有して、え

え形に持っていこうという、お金がないから

これやってくれ、これをしくじったから、こ

れをやりなさいとかそんなことじゃないんで

す。これをこういうふうに夢を、図面を描い

ていこうという思いを持っていただけるんか

否かということを、市長の思いをちょっとだ

けお願いいたします。 

○議長（土井裕美子君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）堀内議員の質問にお答

えをします。 

 大変答えにくいですけども、確かにあそこ

のグラウンドについては、あそこのグラウン

ドをどうしようかという話をしたことはある

んです。水がたまるところだけに排水の仕方

であるとか、ポンプをつけるかとかいう協議

はしたことがあるんですけど、なかなかすぐ

堤防があるものですから、堤防に穴あけらん

限りこれはなかなかでき上がれへんなという

ことで、この間も担当課を呼んで、一度、雨

降った状況を見てグラウンドの排水について

は、もう一度検討しようかというふうにして

います。 
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 公園化については、水のたまるようなとこ

ろに公園というのも非常にそこがクリアでき

ん限り、雨降ったら使えれへん、水引くまで

使えれへんというようなものでも困りますし、

逆に、あまり管理するところが増えていきま

すと、非常に厳しいかなというふうに思って

ます。 

 私もその周辺整備という部分では、何か道

路の改良とか、そこはああいう内輪差が出る

ようなところは改良したらいいと思います。

ただ、一番古い紀見公民館がまだ全く手をつ

けてないということで、やっぱりある程度平

等に公民館を、あと紀見だけ残っていますか

ら、先にそこをやっていかんと平等性がやっ

ぱりなかなか図られへんのかなというふうに

思っていまして、ただ、財源的に今見つかっ

ておりませんので、正直どうしようかなとい

うふうには思いますけども、まず公民館に関

しては、次、紀見公民館を整備して、あと、

紀見地区だけが狭い城山台にある公民館だけ

ですので、そこを先に整備をした形で考えて

いければなというふうに思います。 

 市道の拡幅についても、地元の人たち、清

水区、あるいは公民館を使っている方々のま

ず要望というのがまだ実際に全く上がってき

てませんし、これを進めるには県道がありま

すので、県道を交差点改良という話を県と話

をつけて、恐らく用地買収もしてもらわなあ

きませんし、歩道のつけかえというところも

解決をしていかなあかん。そして、市道を広

げて学文路のグラウンドの中へ入ったときの

今度水の問題がどうなるんかということも、

結構、市道拡幅については非常に課題が多く

て、どれぐらいのお金がかかるかというのが

まだ現実見えてきていません。順序的には先、

運動場の水の問題を片づけさせていただく、

そして、市道の内輪差のあるところの安全対

策をさせていただくというところでやってい

きたいと思います。 

 まず、紀見公民館も建設に向けてちょっと

進めていきたいと思っておりますので、その

周辺整備の計画というのは、やっぱり財源な

くして考えられへんことなんで、そこの部分

も含めて、これから、今までちょっと教育委

員会との疎通が悪かったみたいなんで、今後、

建設部も一緒に入った形で協議をさせていた

だくということでご理解いただきたいと思い

ます。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）市長、ありがとうござ

います。前にも市長、言うてくれとった。俺

を納得させたらなと言うてくれたんで、これ

じゃあ納得できないですかね。やっぱり熱意

で物事が動くとは思っていないんですけど、

確かに財源確保して何かをやろうというのも

あるんですけど、失敗したものをピンチをチ

ャンスに変えるというのも、確かに、チャン

スってめったにないからチャンスなんで、こ

れをチャンスと生かせれるように、財源あり

きで物事をつくるの、確かに市長の言われる

ことは政治家としては正しいけど、片や攻め

の平木哲朗さんとしては、やっぱり夢を描い

てから優秀な職員がいらっしゃるわけですか

ら、これに対してこんな補助金ないかって、

すばらしい職員がいっぱいおるわけじゃない

ですか。知恵の人がね。理事も副市長もおる

し、何ぞあったら、市長やったらこないする

であろうって、みんなちゃんと政してくれる

と思うんですよ。上手に使っていただけたら。

ほんで、この思いというのは命令をしていた

だきたい。財源があったらするではなくて、

何かええ財源ないかというような命令をして

いただけたら、あとはどないか僕もねちねち

行くんで、今回のことはこれで終わりますの

で、今後ともどうぞよろしくお願いいたしま

す。 
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 終わります。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さんの一

般質問は終わりました。 

 この際、午後３時30分まで休憩をいたしま

す。 

（午後３時15分 休憩） 

      

 

                                          

 


